
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程 
  

平成１６年４月１日 
規程第  ７  号 

 
（趣旨） 
第１条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則（平

成１６年基本規則第１号）第２６条第２項の規定に基づき、委員会に関し必

要な事項を定める。 
 
（委員会の種類） 
第２条 次に掲げる委員会を置く。 
（１）全学教育委員会 
（２）総合安全衛生管理委員会 
（３）安全衛生委員会 
（４）放射線安全委員会 
（５）遺伝子組換え生物等安全管理委員会 
（６）知的財産審議会 
（７）情報公開委員会 
（８）人権問題及びセクシュアル・ハラスメント防止委員会 
（９）全学情報管理・個人情報保護委員会 
（１０）２１世紀ＣＯＥプログラム戦略推進本部会議 
（１１）日本学生支援機構学資金返還免除候補者学内選考委員会 
（１２）動物実験委員会 
（１３）利益相反審議会 
（１４）施設検討委員会 
 
（審議事項及び委員） 
第３条 委員会の審議事項及び委員は、別表のとおりとする。 
 
（委員の任期） 
第４条 委員のうち次に掲げる者の任期は、２年とし、再任されることができ

る。ただし、委員の在職する期間は、当該委員を指名又は委嘱する学長又は

研究科長の在職する期間を限度とする。 
（１）学長が指名する職員 
（２）学長が指名する衛生管理者 
（３）学外の学識経験者 
（４）学長が必要と認める者 
（５）研究科長が指名する教員 
 
（委員長） 
第５条 委員会に委員長を置き、学長又は学長が指名する者をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 
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３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の

職務を代行する。 

 

（専門部会） 

第６条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 

 

（委員以外の出席） 

第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができ

る。 

 
（雑則） 
第８条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定め

る。 
 
 

附 則 
この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は、平成１７年１月１８日から施行する。 
  附 則 
この規程は、平成１７年３月１５日から施行する。ただし、第２条第１３号

の規定は、平成１７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、平成１７年４月２１日から施行し、平成１７年４月１日から適

用する。 
   附 則 
 この規程は、平成１７年１０月２０日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、平成１８年 6月８日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、平成１８年１１月１５日から施行し、平成１８年４月１日から

適用する。 
   附 則 
 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規程は、平成１９年７月２６日から施行し、平成１９年４月１日から適

用する。 
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別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

委
員
会
 

審
議
事
項
 

委
員
 

全
学
教
育
委
員
会
 

（
１
）
入
試
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
教
務
に
関
す
る
事
項
 

（
３
）
入
学
料
及
び
授
業
料
免
除
及
び
奨
学
援
護
に
関
す
る
事
項
 

（
４
）
学
生
宿
舎
に
関
す
る
事
項
 

（
５
）
就
職
支
援
に
関
す
る
事
項
 

（
６
）
そ
の
他
全
学
的
な
教
育
体
制
及
び
学
生
支
援
に
関
す
る
事
項
 

（
１
）
学
長
が
指
名
す
る
理
事
 
 

（
２
）
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
 

（
３
）
各
研
究
科
長
が
指
名
す
る
教
員
 
各
２
人
 

（
４
）
そ
の
他
学
長
が
指
名
す
る
職
員
 
 

総
合
安
全
衛
生
管
理
委
員
会
 
（
１
）
安
全
衛
生
の
体
制
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
安
全
衛
生
の
計
画
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
 

（
３
）
安
全
衛
生
の
評
価
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
 

（
４
）
安
全
衛
生
の
改
善
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
 

（
１
）
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
 

（
２
）
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
 

（
３
）
学
長
が
指
名
す
る
衛
生
管
理
者
 
１
人
 

（
４
）
学
長
が
指
名
す
る
安
全
主
任
者
 
１
人
 

（
５
）
放
射
線
取
扱
主
任
者
 
 

（
６
）
環
境
安
全
衛
生
管
理
室
長
 

（
７
）
各
研
究
科
長
が
指
名
す
る
教
員
 
各
１
人
 

（
８
）
そ
の
他
学
長
が
指
名
す
る
職
員
 
２
人
 

安
全
衛
生
委
員
会
 

（
１
）
学
生
及
び
職
員
の
危
険
の
防
止
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
学
生
及
び
職
員
の
健
康
障
害
の
防
止
及
び
健
康
の
保
持
増
進
に

関
す
る
事
項
 

（
３
）
安
全
衛
生
に
係
る
災
害
の
原
因
及
び
再
発
防
止
対
策
に
関
す
る

事
項
 

（
１
）
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
 

（
２
）
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
 

（
３
）
学
長
が
指
名
す
る
衛
生
管
理
者
 
１
人
 

（
４
）
安
全
衛
生
に
関
し
経
験
を
有
す
る
も
の
の
う
ち

か
ら
学
長
が
指
名
す
る
職
員
 
２
人
 

放
射
線
安
全
委
員
会
 

（
１
）
放
射
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
障
害
に
対
す
る
対
策
及
び
処
置
に
関

す
る
事
項
 

（
２
）
放
射
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
障
害
防
止
に
必
要
な
学
内
規
約
等
の

制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
事
項
 

（
１
）
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
 

（
２
）
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
 

（
３
）
各
研
究
科
長
が
指
名
す
る
教
員
 
各
１
人
 

（
４
）
放
射
線
取
扱
主
任
者
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委
員
会
 

審
議
事
項
 

委
員
 

（
３
）
放
射
線
施
設
及
び
装
置
の
新
設
、
拡
充
、
改
廃
並
び
使
用
核
種

の
追
加
又
は
使
用
数
量
の
増
加
等
に
関
す
る
事
項
 

（
４
）
そ
の
他
放
射
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
障
害
防
止
に
関
す
る
事
項
 

（
５
）
学
長
が
指
名
す
る
管
理
区
域
責
任
者
（
エ
ッ
ク

ス
線
作
業
主
任
者
）
 
１
名
 

（
６
）
施
設
管
理
責
任
者
 

（
７
）
安
全
管
理
責
任
者
 

（
８
）
そ
の
他
学
長
が
指
名
す
る
職
員
 
 

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
安
全
管

理
委
員
会
 

（
１
）
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
２
種
使
用
等
を
す
る
間
に
執
る
拡

散
防
止
措
置
に
係
る
適
法
性
の
審
査
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
に
関
す
る
事

項
 
 
 

（
３
）
実
験
従
事
者
に
係
る
教
育
訓
練
及
び
健
康
管
理
に
関
す
る
事
項

（
４
）
危
険
時
及
び
事
故
時
の
必
要
な
処
置
並
び
に
改
善
策
に
関
す
る

事
項
 

（
５
）
施
設
の
適
合
性
の
審
査
に
関
す
る
事
項
 

（
６
）
そ
の
他
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
安
全
管
理
に
関
す
る
事
項
 

（
１
）
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
 

（
２
）
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
 

（
３
）
安
全
主
任
者
 
若
干
名
 

（
４
）
学
外
の
学
識
経
験
者
 
１
名
 
 

（
５
）
そ
の
他
学
長
が
指
名
す
る
職
員
 
 

知
的
財
産
審
議
会
 

 

（
１
）
知
的
財
産
の
帰
属
に
係
る
認
定
等
に
つ
い
て
の
異
議
申
し
立
て

に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
そ
の
他
知
的
財
産
に
関
す
る
事
項
 

（
１
）
学
長
 

（
２
）
学
長
が
指
名
す
る
理
事
 
１
人
 

（
３
）
知
的
財
産
本
部
長
 

（
４
）
各
研
究
科
長
 

（
５
）
そ
の
他
学
長
が
必
要
と
認
め
る
者
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委
員
会
 

審
議
事
項
 

委
員
 

情
報
公
開
委
員
会
 

（
１
）
情
報
公
開
に
係
る
基
本
方
針
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
情
報
公
開
に
係
る
基
準
に
関
す
る
事
項
 

（
３
）
情
報
公
開
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 

（
１
）
学
長
が
指
名
す
る
理
事
 
１
人
 

（
２
）
附
属
図
書
館
長
 

（
３
）
先
端
科
学
技
術
研
究
調
査
セ
ン
タ
ー
長
 

（
４
）
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
 

（
５
）
各
研
究
科
長
が
指
名
す
る
教
員
 
各
１
人
 

（
６
）
事
務
局
長
 

（
７
）
そ
の
他
学
長
が
指
名
す
る
職
員
 

人
権
問
題
及
び
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
委
員

会
 

 

（
１
）
人
権
問
題
の
啓
蒙
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
事
項
 

（
３
）
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
被
害
の
調
査
に
関
す
る
事
項

（
１
）
学
長
が
指
名
す
る
理
事
 
１
人
 

（
２
）
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
 

（
３
）
各
研
究
科
長
が
指
名
す
る
教
員
 
各
１
人
 

（
４
）
教
育
研
究
支
援
部
長
 

（
５
）
経
営
企
画
部
長
 

（
６
）
そ
の
他
学
長
が
指
名
す
る
職
員
 

全
学
情
報
管
理
・
個
人
情
報
保

護
委
員
会
 

（
１
）
情
報
管
理
に
係
る
事
業
計
画
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
情
報
管
理
施
設
及
び
設
備
の
維
持
に
関
す
る
事
項
 

（
３
）
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
倫
理
に
係
る
調
査
に
関
す
る
事
項
 

（
４
）
保
有
す
る
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

（
１
）
学
長
が
指
名
す
る
理
事
 
２
人
 

（
２
）
附
属
図
書
館
長
 

（
３
）
情
報
科
学
セ
ン
タ
ー
長
 

（
４
）
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
 

（
５
）
各
研
究
科
長
が
指
名
す
る
教
員
 
各
１
人
 

（
６
）
教
育
研
究
支
援
部
長
 

（
７
）
経
営
企
画
部
長
 

（
８
）
企
画
総
務
課
長
 

（
９
）
学
生
課
長
 

（
１
０
）
学
術
情
報
課
長
 

（
１
１
）
そ
の
他
学
長
が
指
名
す
る
職
員
 
若
干
名
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委
員
会
 

審
議
事
項
 

委
員
 

２
１
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム

戦
略
推
進
本
部
会
議
 

（
１
）
２
１
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
計
画
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
２
１
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 

（
３
）
２
１
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

（
１
）
学
長
 

（
２
）
学
長
が
指
名
す
る
理
事
 
２
人
 

（
３
）
各
研
究
科
長
 

（
４
）
先
端
科
学
技
術
研
究
調
査
セ
ン
タ
ー
長
 

（
５
）
拠
点
リ
ー
ダ
ー
 

（
６
）
事
務
局
長
 

（
７
）
そ
の
他
学
長
が
必
要
と
認
め
る
者
 

日
本
学
生
支
援
機
構
学
資
金
返

還
免
除
候
補
者
学
内
選
考
委
員

会
 

   

（
１
）
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
の
第
一
種
学
資
金
の
貸
与

を
受
け
た
学
生
の
う
ち
、
返
還
免
除
を
申
請
し
た
者
に
対
す
る
在

学
中
の
業
績
評
価
及
び
返
還
免
除
の
候
補
者
の
選
考
に
関
す
る

事
項
 

（
２
）
前
号
の
業
績
を
総
合
的
に
評
価
す
る
た
め
の
評
価
項
目
の
設
定

に
関
す
る
事
項
 

（
１
）
学
長
 

（
２
）
学
長
が
指
名
す
る
理
事
 
２
人
 

（
３
）
各
研
究
科
長
 

（
４
）
各
副
研
究
科
長
 

（
５
）
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
 

（
６
）
事
務
局
長
 
 

動
物
実
験
委
員
会

 
（
１
）
動
物
実
験
の
計
画
立
案
に
関
す
る
事
項

 
（
２
）
動
物
実
験
の
実
験
に
関
す
る
事
項
 

（
１
）
遺
伝
子
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
長

 
（
２
）
動
物
実
験
を
行
う
教
授
又
は
准
教
授
 
若
干
名

（
３
）
そ
の
他
遺
伝
子
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
長
が
必
要

と
認
め
る
者
 

利
益
相
反
審
議
会
 

（
１
）
国
立
大
学
法
人
奈
良
先
端
科
学
技
術
大
学
院
大
学
利
益
相
反
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
規
程
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
判
定
の
結
果
に

対
す
る
異
議
申
立
て
に
関
す
る
事
項

 
（
２
）
利
益
相
反
に
つ
い
て
学
長
が
諮
問
す
る
事
項
 

（
１
）
学
長

 
（
２
）
各
理
事

 
（
３
）
学
長
が
委
嘱
す
る
学
外
の
有
識
者

 
（
４
）
そ
の
他
学
長
が
必
要
と
認
め
る
者
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委
員
会
 

審
議
事
項
 

委
員
 

施
設
検
討
委
員
会

 
（
１
）
中
・
長
期
的
な
施
設
計
画
に
関
す
る
事
項

 
（
２
）
施
設
の
整
備
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項

 
（
３
）
施
設
の
全
学
的
な
有
効
活
用
に
関
す
る
事
項

 
（
４
）
そ
の
他
施
設
に
関
し
て
学
長
が
諮
問
す
る
事
項

 

（
１
）
学
長
が
指
名
す
る
理
事
１
人

 
（
２
）
附
属
図
書
館
長

 
（
３
）
産
官
学
連
携
推
進
本
部
長

 
（
４
）
各
研
究
科
長

 
（
５
）
教
育
研
究
支
援
部
長

 
（
６
）
経
営
企
画
部
長

 
（
７
）
施
設
課
長

 
（
８
）
そ
の
他
学
長
が
必
要
と
認
め
る
者

 
＊
安
全
衛
生
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
第
４
号
の
者
は
、
過
半
数
代
表
者
の
推
薦
に
基
づ
き
指
名
す
る
。
 

 注
意
：
構
成
員
の
用
語
に
つ
い
て
 

 
そ
の
他
学
長
が
指
名
す
る
職
員
・
・
・
０
人
で
も
可
、
学
内
者
 

 
学
長
が
指
名
す
る
職
員
・
・
・
必
ず
選
ぶ
 

 
そ
の
他
学
長
が
必
要
と
認
め
る
者
・
・
・
０
人
で
可
、
学
外
者
で
も
可
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